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改訂ガイドライン遵守の呼びかけ︓下請中⼩企業振興法第４条に基づく助⾔

（参考法令）

○ 下請中小企業振興法（昭和45年法律第145号）（抄）

（振興基準）
第３条 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準（以下「振興基準」という。）を定め
なければならない。
２～４ （略）

（指導及び助言）
第４条 主務⼤⾂は、下請中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、下請事業者又は親事業者に対し、振興基準に定める事項に
ついて指導及び助⾔を⾏なうものとする。

○ 下請中小企業振興法第３条第１項に基づく振興基準（平成30年12月28日経済産業省告示第258号）（抄）

第８ その他下請中小企業の振興のため必要な事項
２） 業種特性に応じた取組
（１） 業種に応じて下請取引の実態や取引慣⾏は異なることから、親事業者及び下請事業者は、公正な取引条件、取引慣⾏を確⽴する
ため、国が策定した業種別の「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」（以下「下請ガイドライン」という。）を遵守するよ
う努めるものとする。その際、親事業者は、マニュアルや社内ルールを整備することにより、下請ガイドラインに定める内容を自社の調達業務

に浸透させるよう努めるものとする。

「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」（第７版）公表後、下請中⼩企業
振興法第４条に基づく助⾔として、総務⼤⾂から放送事業者等合計557社の各代表に対し、
本ガイドライン遵守の徹底を呼びかける⽂書（令和２年10⽉12⽇付）を発出済。
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4ガイドライン講習会＆無料法律相談会の開催

○令和２年10⽉からオンライン形式で、総務省及び弁護⼠を講師とした「放送コンテンツの製作
取引適正化に関するガイドライン」講習会を開催し、同12⽉までに８回実施。ガイドライン講
習会と連携して弁護⼠への個別・無料法律相談会も実施。

○講習会後の参加者からの要望を踏まえ、令和３年２⽉〜３⽉にかけて、具体的な取引事例
に基づく解説を中⼼とした講習会を開催予定。

１ 開催形式︓ Zoomによるオンライン配信（参加費 ︓講習会参加、個別法律相談の利⽤ともに無料）

２ 講習会開催︓
（令和２年）
・ 第１回 10⽉ 22⽇（⽊）〜
・ 第８回 12⽉ 10⽇（⽊）

【予定】
（令和３年）
・ 第９回 ２⽉中旬〜
・ 第12回 ３⽉中旬

３ 対 象︓ 番組製作会社、放送事業者等（放送コンテンツ製作に携わる⽅であれば誰でも参加可能）

４ 申込⽅法︓ 講習会及び法律相談をご希望の⽅は下記URLより登録
https://hosocontents-tekitori.go.jp/

ガイドラインの改訂背景、意義・⽬的等 ︓総務省実務担当者から説明
ガイドラインの関係法令解釈 ︓弁護⼠から説明

具体的な取引事例の解説 ︓弁護⼠から説明
ガイドライン・フォローアップ調査協⼒依頼 ︓総務省実務担当者からお知らせ


















